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報告第１号 

 

 

 

専 決 処 分 報 告 

 

 

 

 次の事件は，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のように専決処分し

たので，同条第３項の規定により市議会に報告し，その承認を求める。 

 

 

   平成２５年６月７日提出 

 

 

 

                        芦屋市長 山 中  健    

 

 

 

 

記 

 

芦屋市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

処分理由 

 

 地方税法の一部改正に伴い，急施を要したので専決処分したもの。 
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専決第１号 

 

 

 

   芦屋市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 

 別紙のように，芦屋市市税条例の一部を改正する条例を制定することについて，地

方自治法第１７９条第１項の規定により，専決処分する。 

 

 

   平成２５年３月３１日 

 

 

 

                        芦屋市長 山 中  健    
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芦屋市条例第１５号 

 

 

   芦屋市市税条例の一部を改正する条例 

 

 

 芦屋市市税条例（昭和５９年芦屋市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

第６２条第５項中「（独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所

法（平成１１年法律第１９８号）附則第９条第１項又は第１１条第１項の規定により

行う旧独立行政法人緑資源機構法（平成１４年法律第１３０号）第１１条第１項第７

号イの事業又は旧農用地整備公団法（昭和４９年法律第４３号）第１９条第１項第１

号イの事業を含む。）」を削る。 

 

第１１４条第４項中「（独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究

所法附則第９条第１項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法第１１条第１項

第７号イの事業を含む。）」を削る。 

 

附則第１６条第２項中「第５項，第１４項，第１８項から第２６項まで，第２８項，

第３０項，第３２項若しくは第３６項」を「第１２項，第１６項から第２４項まで，

第２６項，第２７項，第２９項，第３３項，第３７項若しくは第３８項」に改める。 

 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 

 （固定資産税及び都市計画税に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の芦屋市市税条例（以下「新条例」という。）の規定は，

平成２５年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し，平成２４
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年度分までの固定資産税及び都市計画税については，なお従前の例による。 

３ 平成２５年４月１日前に地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３号）

第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条

の９第１項に規定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修（当該耐震改修に要した費

用の額が３０万円以上５０万円以下のものに限る。）に係る契約が締結され，同日

以後に当該耐震改修が完了する場合における新条例附則第１６条の２第７項の規定

の適用については，同項中「書類及び」とあるのは「書類及び当該耐震改修に係る

契約をした日を証する書類並びに」とする。 

４ この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律（平成２５年法律第  号）

附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第１

６条第２項の規定の適用については，同項中「，第３７項若しくは第３８項」とあ

るのは「若しくは第３７項」とする。 
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 参 照 

 

 

   芦屋市市税条例の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

  地方税法の一部改正に伴い，所要の改正を行ったもの。 

 

２ 改正の内容 

(1)  独立行政法人森林総合研究所が行う一定の事業の施行に伴い指定された仮換

地等に係る固定資産税及び特別土地保有税の納税義務者の特例措置を廃止する。 

（第６２条及び第１１４条関係） 

(2)  その他所要の規定の整備 

 

３ 施行期日等 

 (1) 平成２５年４月１日 

 (2) 改正後の規定は，平成２５年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税につ

いて適用し，平成２４年度分までの固定資産税及び都市計画税については，なお

従前の例による。 

(3)  耐震改修に伴う固定資産税の減額に係る申告手続の経過措置 

平成２５年４月１日以前に耐震改修に係る契約が締結され，同日以後に当該耐

震改修が完了する場合に固定資産税の減額を受けようとするときは，当該耐震改

修に係る契約をした日を証する書類を追加して提出するものとする。 

(4) 施行日から港湾法の一部を改正する法律附則第１条第１号に掲げる規定の施

行の日の前日までの間における都市計画税に係る読替規定の整備 

 

 


